
大和市公告第５０号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１９条第１項の規定により大和市下鶴間山谷南

土地区画整理組合設立準備委員会から申請があったので、施行地区となるべき区域を次のとおり公

告し、及び土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第６８条の規定により当該区域を表

示する図面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、平成２８年３月３１日から１月

以内に大和市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を

証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則（昭和３０年建設省令第５号）第１６条で定めると

ころにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 

  平成２８年３月３１日 

                               大和市長 大 木  哲   

 

１ 施行地区となるべき区域 

  大和市下鶴間字乙三号２１３３番１９、２１８５番１から３まで及び４の各一部、２１８６番

イの１、２１８６番２から４まで、２１８７番１及び２、２１８８番、２１８９番１から５ま

で及び８から１０まで、２１９１番から２１９５番まで、２２０５番１の一部及び２、 

２２０６番１及び２の一部、２２０７番から２２１７番まで、２２１８番１、２の一部、４及

び５、２２１９番１及び２、２２２０番１及び２の一部、２２２１番１及び２の一部、２２２２

番、２２２３番、２２２４番１、２２２５番、２２２６番３及び８、２２２８番１から４及び

６から１５まで、２２２９番１、４、７及び８、２２２９番イの２並びに２２３５番１及び３ 

２ 施行地区となるべき区域の縦覧場所 

  大和市街づくり計画部街づくり推進課 

３ 縦覧期間 

 平成２８年３月３１日（木）から平成２８年４月１３日（水）まで（午前８時３０分から午後

５時１５分まで）。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日を除く。 

 


